
第３回中岡崎駅バリアフリー基本構想策定協議会での意見への対応方針

意見 対応

 心のバリアフリーに関する特定事業についてです。“小中学校と連

携”というのは継続的に今もやられているかと思うが、これは小

中学生だけが対象というわけではなくて、どの世代であっても対

象となるような事業か。また、幅広い世代に広めていくことにつ

いて、啓発活動に関する記載はどこかにあるか。

 “小中学校と連携”について、地域創生課ではバスの乗り方教室とい

った出前講座を市内の小学校で実施していますので、その場で活動を

実施していきたいと思っています。

 また、障がい福祉施策を担当する障がい福祉課と連携し、全世代へ幅

広く啓発していきたいと考えています。なお、本構想には「出前講座

や講演会等の啓発活動」を教育啓発特定事業として追記しました。

（P40）

 当事者の要望として多いのは、「耳マーク・筆談・音声案内」等が

挙げられますが、これらの対策は実施するのか。

 情報案内については、中岡崎駅の特定事業として “案内サインの設

置”（P38）、駅前広場の特定事業として“案内サインの設置・検討”

（P40）を記載しています。

 特定事業の具体的な取組内容は各事業者に委ねるということか。  特定事業に位置付けられた場合には、その特定事業を実施すべき事業

者には、特定事業計画の作成とこれに基づく事業実施が義務付けられ

ます。（P36）

 特定事業については「岡崎市地域公共交通会議」において進捗評価と

進行管理を行います。会議では、年１回程度でバリアフリー化事業の

進捗確認や一体的なバリアフリー化に向けての情報交換や連絡調整を

行います。

 美合駅のデジタル技術を活用した案内がされている事例をコラム

化するのはどうか。

 チャット機能付インターホンの紹介をコラムとして基本構想に記載す

ることについて、現在名古屋鉄道様と調整中です。

 「表：本市における鉄道駅のバリアフリー化の状況」（P23）につ

いて、R4→R5 の数値へ修正してはどうか。

 「表：本市における鉄道駅の１日平均利用者数の推移」（P11）に

ついても、R5 の列を追加してはどうか。

 P11、23 の表については、ご意見のとおり修正しました。

資料１


